
 

 

食中毒の発生に伴う行政処分について 

 

市内の飲食店で調理し提供された弁当を原因とする食中毒が発生したため、市保健所は、被

害拡大防止の観点から、令和７年１１月１８日(火)付けで当該弁当を提供した営業者に対して、

当該飲食店の営業停止を命じましたのでお知らせします。 

 

１ 探知経緯 

１１月１２日（水）午前１０時頃、市内寺院の関係者から「１１月９日（日）に当寺院で開

催した行事で提供した仕出し弁当を喫食後、下痢、嘔吐の症状を呈した旨の連絡を複数の行事

参加者から受けている。弁当は相模原市内の施設で製造されている。」との相談が当課に寄せ

られたため、食中毒の疑いがあるとして直ちに調査を開始しました。 

 

２ 調査結果 

（１）当該寺院では、１１月９日(日)の昼食に市内の飲食店で調理された弁当を行事参加者３３

名に提供していました。調理された弁当は当該寺院の他に、飲食店の近隣住民３名にも提供

していました。 

（２）当該弁当を喫食した３６名のうち１６名(以下「患者」という。)が、同月１０日(月)午前

９時頃から、嘔吐、下痢、吐き気等の症状を呈していました。 

（３）患者に共通する食事は他にありませんでした。 

（４）患者の周囲で感染症を疑う事例はありませんでした。 

（５）検査の結果、患者８名及び弁当の調理に携わった従事者１名の便並びに施設ふきとりの検

体からノロウイルスが検出されました。 

（６）患者の症状等がノロウイルスによる食中毒の特徴と一致していました。 

（７）医師から食中毒患者等の届出票が市保健所に提出されました。 

 

３ 患者の状況（１１月１８日(火)午前１１時現在（患者の状況については、調査を継続中です）） 

初発日時 令和７年１１月１０日(月) 午前９時頃 

(潜伏期間：２０時間～４４時間) 

主な症状 嘔吐、下痢、吐き気等 

患者数等 喫食者数：３６名、患者数：１６名 
 

４ 原因と措置 

原因食品 令和７年１１月９日(日)に調理・提供された弁当 

病因物質 ノロウイルス 

原因施設 所 在 地：相模原市緑区 
営業形態：飲食店営業 

措  置 営業停止３日間(令和７年１１月１８日(火)から１１月２０日(木)まで） 

※本件施設は、１１月１４日(金)から営業を自粛しています。 
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ノロウイルスとは 

ノロウイルスは、冬季を中心に急性胃腸炎を起こすウイルスです。 

下痢やおう吐、発熱などの症状を呈し、２～３日で回復しますが、抵抗力の弱い乳

幼児や高齢者では重篤症状になることがあります。 

非常に感染力が強く、ごく少量のウイルスで発病します。 

感染者の便やおう吐物には多量のノロウイルスが含まれ、二次汚染（汚れた手など

を介して食品を汚染すること）なども食中毒発生の原因となります。 

 

家庭での食中毒予防のポイント 

・外出先から帰宅した後、トイレの後、調理の前、食事の前には手をよく洗いましょ

う。 

・まな板など調理器具は、十分に洗浄し、熱湯や台所用漂白剤で消毒をしましょう。 

・おう吐物、排泄物などを処理する場合は、直接触れないようにしましょう。もし、

触れた場合には、石けんを使って手をよく洗いましょう。 

・二枚貝類の取扱いには十分注意し、中心部まで加熱調理(９０℃で９０秒以上)して

食べましょう。 

 

事業者における注意事項 

・従事者の手洗い及び健康管理を徹底する。 

・原材料及び調理済み食品の二次的な汚染を防止する。 

・調理工程における衛生管理を徹底する。 

・ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を適正に実施し、重要工程となる加熱及び冷却工程の

管理を徹底する。 

・集団給食施設、仕出し屋等における「検食（検査用サンプル）」の保存を徹底する。 

・二枚貝の生食での提供を控え、十分な加熱調理を徹底する。 

 

 


